
～裏面もご覧ください～ 

長崎県市町村職員共済組合

にご加入の皆様へ 

 

令和７年１２月２日から 

組合員証・組合員被扶養者証は利用できなくなります 
 
令和６年１２月２日で組合員証・組合員被扶養者証（以下、「組合員証等」という。）の新規 

発行・再交付が終了となり、マイナ保険証（健康保険証利用登録したマイナンバーカード）での 

受診を基本とした仕組みとなっています。 

令和７年１２月１日には組合員証等は有効期限を迎え、以降は利用できなくなります※。 

これに伴い、医療機関等の窓口での手続きが変わりますので、ご注意ください。 
 

※ 組合員証等は今回に限り
・ ・

回収を行いませんので、ご自身で適切に破棄等の対応をお願いします。 

 

＼令和７年１２月２日からの受診のイメージ／ 

 

【要配慮者の資格確認書の交付について】  
次の場合は、マイナ保険証をお持ちの場合であっても、個別の状況に応じて要配慮者として資

格確認書の申請交付の対象となります。希望される方は、勤務先を通じて「資格確認書（再）交

付申請書」をご提出ください。 
 
・ 要介護の高齢者や障害をお持ちの方など、マイナ保険証による受診には第三者（介助者 

 など）のサポートが必要な場合  

・ 児童養護施設等に入所等をしている児童等がマイナ保険証での受診が困難な場合 
（児童福祉法第 22 条第１項に規定する助産施設における助産の実施、第 27 条第１項第３号及び第２項

に規定する措置並びに第 33 条第１項に規定する一時保護など） 
 

 

 マイナ保険証をお持ちの方   マイナ保険証をお持ちでない方 

12/1 

まで     
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マイナ保険証の利用登録について 

マイナ保険証を利用すると次のようなメリットがあります。利用登録は医療機関等の受付窓口に設置さ

れている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置くと、利用登録が済んでいない方には、

その場で利用登録について案内されます。 

医療機関等に行く機会が少ない方は、マイナポータルやセブン銀行の ATMでの事前登録も可能です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナ保険証の利用登録をしているかマイナポータルにて確認できます 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナ保険証はこんなに便利！ 


